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経済産業大臣 梶山

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律（平成11年法律第8 6号）第2条第2項に規定する第一種指定化学物

質及び第2条第3項に規定する第二種指定化学物質の指定に関する化学物

質審議会への諮問について

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成1

1年法律第8 6号）第1 8条の規定に基づき、 次のとおり諮問します。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第

2項に規定する第一種指定化学物質及び第2条第3項に規定する第二種指定化学物質の

指定について、 貴審議会の意見いかん。
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